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バ
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し
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
宮
本
徹
君
提
出
教
育
分
野
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
国
立
大
学
法
人
宇
都
宮
大
学
の
事
例
に
お
い
て
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
な
い
学
生
に
対
し
て
、

御
指
摘
の
「
図
書
館
利
用
と
授
業
時
間
外
の
建
物
の
入
室
」
を
可
能
と
す
る
手
続
を
定
め
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指

摘
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
た
な
い
学
生
が
、
図
書
館
利
用
と
授
業
時
間
外
の
建
物
の
入
室
を
認
め
ら
れ
な
い
」
と

の
事
実
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
学
校
施
設
へ
の
立
入
り
や
そ
の
施
設
の
使
用
を
認
め
る
か
否

か
は
、
当
該
学
校
施
設
を
管
理
す
る
学
校
設
置
者
が
合
理
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
本
人
確
認
書
類
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
み
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
を
事
実
上
強
制
す

る
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
、
本
人
確
認
の
手
段
に
つ
い
て
は
、

当
該
確
認
を
行
う
事
業
者
等
が
合
理
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
活
用
の
実
績
に
つ
い
て
、
国
立
大
学
法
人
制
度
の
中
で
評
価
を
開
始
し
、
運
営
費



 

２ 

 

交
付
金
の
配
分
に
反
映
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
立
大
学
法
人
の
第
四
期
中
期
目

標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
は
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
十
条
第

一
項
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
中
期
目
標
の
達
成
状
況
及
び
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
基
づ
き
各
国
立
大
学
法

人
が
作
成
し
文
部
科
学
大
臣
が
認
定
す
る
中
期
計
画
の
実
施
状
況
に
よ
り
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
「
国
立
大
学
法
人

の
第
四
期
中
期
目
標
期
間
の
業
務
実
績
評
価
に
係
る
実
施
要
領
」
（
令
和
五
年
三
月
二
十
三
日
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会

決
定
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
第
四
期
中
期
目
標
に
お
け
る
「
デ
ジ
タ
ル
・
キ
ャ
ン
パ
ス
を
推
進
す
る
」
と

の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
各
国
立
大
学
法
人
が
作
成
す
る
中
期
計
画
の
内
容
は
、
御
指
摘
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

活
用
」
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
各
国
立
大
学
法
人
の
判
断
に
よ
り
様
々
な
内
容
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
に
各
国
立
大
学
法
人
が
作
成
し
た
中
期
計
画
の
実
施
状
況
に
基
づ
き
、
当
該
目
標
の
達
成
状
況
が
確
認
さ
れ
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
、
各
国
立
大
学
法
人
の
特
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
中
期
目
標
全
体
の
達
成
状
況
が
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
点
計
画
」
（
令
和
五
年
六
月
九
日
閣
議
決
定
。
以
下

「
重
点
計
画
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
も
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
重
点
計
画
に
お
い
て
「
設
定
さ
れ

た
中
期
目
標
・
中
期
計
画
に
基
づ
き
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
活
用
を
含
め
た
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
、
国
立
大
学
法
人



 

３ 

 

制
度
の
中
で
評
価
を
開
始
し
、
運
営
費
交
付
金
の
配
分
に
反
映
す
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
「
大
学
の
自
治
の
侵
害
に
な
る
」

と
は
考
え
て
い
な
い
。 


